
三田市議会事務局処務規則の一部改正の概要について 

 

【改正趣旨】 人事異動により、議会事務局に新たな役職職員が配置された場合に対応するため、標記

規則における所要の規定整備を行うもの。 

 

【関係法令】 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条 

       三田市議会事務局設置条例（昭和３３年５月１５日）条例第９号 

 

【改正内容】 職責及び職務権限、専決及び代決の規定の見直し（第６条、第７条関係） 

【現 行】 

（職務） 

第６条 事務局長は、議長の命を受けて局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

２ 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。 

３ 課長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、その職

務を代理する。 

４ 副課長、課長補佐、係長、主査、主任及び書記は、上司の指揮を受け、局の事務に

従事する。 

（専決） 

第７条 事務局職員の事務の専決については、三田市事務処理規則（昭和５１年三田市

規則第２７号。以下「規則」という。）を準用する。この場合において、規則別表第

２中「部長等」及び「次長等」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。 

２ 局に課長を置くときは、事務局長の専決事項のうち規則別表第２に規定する課長等

の専決事項を課長限りで専決することができる。 

 

【改正案】 

（職責及び職務権限） 

第６条 三田市議会事務局設置条例（昭和３３年三田市条例９号。）第５条第１項に定

める職員以外の職員の職責及び職務権限については、三田市事務処理規則（昭和５１

年三田市規則第２７号。以下「規則」という。）を準用する。 

（専決及び代決） 

第７条 事務局職員の事務の専決及び代決については、規則を準用する。この場合にお

いて、事務局に次長を置くときは、規則別表第２及び規則第２０条中「部長等」とあ

るのは「事務局長」と読み替え、事務局に次長を置かないときは、規則別表第２中「部

長等」及び「次長等」とあるのは「事務局長」と、規則第２０条中「部長等」とある

のは「事務局長」と読み替えるものとする。 

 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年３月２５日から施行する。 

 

【施行期日】  平成３１年３月２５日 


